
 

災害対策・街づくり推進について 

 

１ 調査項目 

(１) 大規模災害対策に関する事項 

(２) 木造密集地域解消に関する事項 

(３) 土地区画整理事業、再開発事業、及び都市計画道路の整備促進 

に関する事項 

(４) スーパー堤防の整備促進に関する事項 

(５) 区内交通体系に関する事項 

(６) 南北交通の整備に関する事項 

 

２ 特別委員会の設置及びその定数 

  本調査のため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条

第１項に基づく江戸川区議会委員会条例（昭和３１年９月江戸川区

条例第７号）第４条第１項の規定により、本議会に「災害対策・街

づくり推進特別委員会」を設置するものとし、同第４条第２項の規

定により、当該特別委員会の定数を１２人とする。 

 

３ 継続調査 

  本調査は議会閉会中も調査できるものとし、議会が本調査終了を

議決するまで継続して調査を行うものとする。 

 

 (説明)  

  首都直下型地震の発生が懸念されるなか、阪神・淡路大震災、東 

日本大震災などの事象を教訓とした、総合的な災害対策を検討する 

必要がある。 

また、区画整理事業、木造密集地域の改善、都市計画道路、公園 

などの都市基盤整備等、これまでの良好な街づくりを継続しつつ、 

新たな観点から実効性ある取り組みを推し進めるとともに、南北交 

通の整備など、より利便性の高いインフラ整備が必要である。 

よって、これらの諸方策を調査研究するため、本案を提出する。 
 

 


